
 

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定における審査基準 

 

 

青森県では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年

法律第112号）第59条第1項の規定に基づく、住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に際し

下記のとおり審査基準を定める。 

 

 １ 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画

が、支援業務の適確な実施のために適切なものであることに関する基準（住宅確保要配

慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（以下「法」という。）第５９条第１

項第１号関係） 

次に掲げる要件の全てを満たしていること。 

  （１） 県内に支援業務を行う区域があること。 

（２） 支援業務の対象とする住宅確保要配慮者の範囲が定められていること。 

（３） 支援業務の範囲が定められていること。 

（４） 支援業務を行うために必要な組織体制及び人員体制が確保されていること。 

（５） 支援業務に関する相談、苦情等に応ずるための体制が整備されていること。 

（６） 地方公共団体及び住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携体制が整っている

こと。 

  （７） 支援業務のうち債務保証業務に関しては、次のいずれかに適合すること。 

    ① 定款に債務保証業務の実施について定められていること。 

    ② 定款に債務保証業務の実施について定められていない場合でも、支援業務の実

施に関する計画の支援業務の概要に関する事項に、必要が生じたときには、債務

保証業務を行う旨又は家賃債務保証業者登録規程（平成２９年１０月２日国土交

通省告示第８９８号）の規定による家賃債務保証業者との連携を図る旨が定めら

れていること。 

  （８） 債務保証業務以外の支援業務に関しては、次のいずれかに適合すること。 

    ① 定款に債務保証業務以外の支援業務の実施について定められていること。 

    ② 定款に債務保証業務以外の支援業務の実施について定められていない場合で

も、支援業務の実施に関する計画の支援業務の概要に関する事項に、必要が生じ

たときには債務保証業務以外の支援業務を行う旨が定められていること。 

  

２ 支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有す

るものであることに関する基準（法第５９条第１項第２号、第３号関係） 

次に掲げる要件の全てを満たしていること。 



 （１） 経理的な基礎を有するものであることに関する基準 

    ① 支援業務の実施に必要な財源を有していること。 

② 債務超過の状態にないこと。 

 （２） 技術的な基礎を有するものであることに関する基準 

    ① 支援業務について過去５年以内（申請に係る年度を含まない。）に実績を有し

ていること。 

    ② 支援業務に従事する職員のいずれかが、支援業務の実務経験を有する者である

こと。 

 （３） 支援業務のうち債務保証業務に関しては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の

供給の促進に関する法律施行規則（平成29年国土交通省令第63号。以下「省令」

という。）第２９条第１号イ及び同条第２号の規定に適合すること。 

 （４） 支援業務のうち残置物処理等業務に関しては、省令第２９条第１号ロ及び同条第

２号の規定に適合すること。 

 

 ３ 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであ

ることに関する基準（法第５９条第１項第４号関係） 

   役員等（役員又は支店若しくは営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者

をいう。以下同じ。）が、次のいずれかに掲げる者でないこと。ただし、（１０）につ

いては、住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けようとする者が自ら又は委託によ

り債務保証業務を実施しようとする場合に限り、適用する。 

（１） 精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及

び意思疎通を適切に行うことができない者 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（３） 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない

者 

（４） 法第７０条第１項及び同条第２項の規定により指定を取り消された者の役員等

であった者（当該取消しの日前３０日以内に当該取消しを受けた者の役員等であ

った者を含む。）で、当該取消しの日から５年を経過しないもの 

（５） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員で

なくなった日から５年を経過しない者 

（６） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員を利用している者 

（７） 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的



又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者 

（８） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（９） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用するなどして

いる者 

（１０） 債権の取立てに当たり、貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２１条第１

項（同法第２４条第２項、第２４条の２第２項、第２４条の３第２項、第２４条

の４第２項、第２４条の５第２項及び第２４条の６において準用する場合を含

む。）の規定に違反し、又は刑法（明治４０年法律第４５号）若しくは暴力行為

等処罰に関する法律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せら

れ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年

を経過しない者 

（１１） 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人

（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が（１）から

（１０）までのいずれかに該当する者 

 

 ４ 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の

公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであることに関する基準（法第５９条第１

項第５号関係） 

   組織内部において、支援業務と支援業務以外の業務をそれぞれ独立した部署で行う

等、支援業務と支援業務以外の業務との分離がなされていること。 

 

 ５ １から４までに定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるもの

であることに関する基準（法第５９条第１項第６号関係） 

   業務運営上知り得た個人情報の取扱いについて、内部規則等で具体的な取扱いが定め

られている等、個人情報管理のための適切な措置がなされていること。 


